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第三節 法人の解散 
（法人の解散事由） 

第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。 
 一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 

 二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 
 三 破産手続開始の決定 

 四 設立の許可の取消し 
２ 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解

散する。 
 一 総会の決議 

 二 社員が欠けたこと。 
（法人の解散の決議） 

第六十九条 社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の

決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この

限りでない。 
（法人についての破産手続の開始） 

第七十条 法人がその債務につきその財産をもって完済することができな

くなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権

で、破産手続開始の決定をする。 
２ 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしな

ければならない。 
（法人の設立の許可の取消し） 

第七十一条 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若

しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした

場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、

主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三

年以上事業をしないときも、同様とする。 
（残余財産の帰属） 

第七十二条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属

する。 

２ 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定

する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人

の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、

社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。 

３ 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 
（清算法人） 
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第七十三条 解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結

了に至るまではなお存続するものとみなす。 

（清算人） 
第七十四条 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合

を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の

定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限

りでない。 
（裁判所による清算人の選任） 

第七十五条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠

けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは

検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 
（清算人の解任） 

第七十六条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察

官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 

（清算人及び解散の登記及び届出） 
第七十七条 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合

を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事

務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因

及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければな

らない。 

２ 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二

週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及

び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならな

い。 

３ 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人に

ついて準用する。 

（清算人の職務及び権限） 
第七十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。 

 一 現務の結了 
 二 債権の取立て及び債務の弁済 

 三 残余財産の引渡し 
２ 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をする

ことができる。 
（債権の申出の催告等） 

第七十九条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の

公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の
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催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下る

ことができない。 

２ 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権

は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、

知れている債権者を除斥することができない。 
３ 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければ

ならない。 
４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

（期間経過後の債権の申出） 
第八十条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が

完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対して

のみ、請求をすることができる。 

（清算法人についての破産手続の開始） 
第八十一条 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないこと

が明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、そ

の旨を公告しなければならない。 

２ 清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、

破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 

３ 前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又

は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これ

を取り戻すことができる。 
４ 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 

（裁判所による監督） 
第八十二条 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 

２ 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができ

る。 

（清算結了の届出） 
第八十三条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出

なければならない。 
第四節 補則 

（主務官庁の権限の委任） 
第八十四条 この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところによ

り、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。 
（都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理） 

第八十四条の二 この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で

定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関（以下「都道府県の



 - 4 - 

執行機関」という。）においてその全部又は一部を処理することとすること

ができる。 

２ 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に

対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関

に対し指示をすることができる。 
３ 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を

処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。 
４ 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。 

第五節 罰則 
第四節 第八十四条の三 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該

当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 
 一 この章に規定する登記を怠ったとき。 

 二 第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の

記載をしたとき。 

 三 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その

権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を

処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。 
 四 第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受け

た国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県

の執行機関の監督上の命令に違反したとき。 

 五 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又

は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 

 六 第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の

申立てを怠ったとき。 

 七 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公

告をしたとき。 

２ 第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 


